
今や国民の5人に1人が65歳以上となった超高齢社会＊、日本。今後もこの傾

向が進むとみられ、介護保険制度をはじめとする社会保障制度の重要性がま

すます高まってきています。今回は、市の介護保険サービスの利用状況や要

介護認定の流れについてお知らせします。
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迎
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介
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介
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サ
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。

　

介
護
保
険
か
ら
の
支
出
で
あ
る
介
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平
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定
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け
た
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費
用
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1
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負
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り
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す
が
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1
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介
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介
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サ
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合
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サ
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た
場
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、

サ
ー
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ス
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用
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1
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と
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に
食

費
・
居
住
費
を
利
用
者
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負
担
し
ま
す

が
、
所
得
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じ
た
負
担
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ジ
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表
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当

す
る
場
合
は
事
前
申
請
が
必
要
で
す
。

身
近
な
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題
と
し
て
考
え
る

　

介
護
保
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介
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立

し
た
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常
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を
営
む
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と
が
で
き
る

よ
う
、
さ
ま
ざ
ま
な
サ
ー
ビ
ス
を
提
供

制
度
導
入
か
ら
10
年

ご
存
じ
で
す
か

介
護
保
険

＊ 高齢化率（65歳以上人口が全

人口に占める割合）が21％を

超える社会。「平成21年版 高

齢社会白書」によると、平成

20年10月1日現在のわが国の

高齢化率は22.1％で、平成

67（2055）年には40.5％に達

すると推計されている。
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　まだ若くて元気な人たちでも、いつかは受けることになるかもしれない介護保険サービス。申請方法からサー
ビス利用までの流れを説明します。

要介護認定を受ける場合の流れ

1 申請する 　介護保険課（市役所議会棟1階）、市民福祉課（下総・大栄支所）に、要介
護認定の申請をする。

2 心身の状態を調査 ○認定調査…本人の心身の状態を確認するため、認定調査員が訪問調査
○主治医意見書…主治医に意見書を作成してもらう

3 どのぐらい介護が
必要か審査・認定

○一次判定…認定調査の結果をコンピューターで分析
○ 二次判定…医師などの専門家による審査会で、次の資料を基に審査判定
する
　・一次判定の結果・認定調査の特記事項・主治医意見書
○認定…審査会の判定結果を基に、市が要介護度の認定をする

4 認定結果通知が
届く

○ 在宅サービスを希望する人…要介護の人はケアマネージャーと、要支援
の人は地域包括支援センターとそれぞれ契約を結び、在宅介護サービス
の計画を立てる

○ 施設への入所を希望する人…本人か家族が、直接、介護保険施設へ入所
申し込みをする

利用者負担段階 食費の負担限度額
居住費の負担限度額

ユニット型個室 ユニット型準個室 従来型個室 多床室

利用者負担第1段階（生活保護受給
者等）

300円 820円 490円
490円

（320円）
0円

利用者負担第2段階（市町村民税世
帯非課税で合計所得金額と課税年金
収入の合計額が80万円以下の人）

390円 820円 490円
490円

（420円）
320円

利用者負担第3段階（市町村民税世
帯非課税で第2段階以外の人）

650円 1,640円 1,310円
1,310円
（820円）

320円

（　）内の金額は介護老人福祉施設と短期入所生活介護を利用した場合の従来型個室の負担限度額　

低所得者が施設サービスを利用した場合の負担限度額（1日当たり）
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5 サービスの利用 　サービスを利用した際に、サービス事業者に費用の1割を自己負担します。
施設での食費・居住費は、別途利用者負担になります。

す
る
制
度
で
す
。
そ
の
財
源
は
、
国
・

県
や
市
町
村
の
負
担
で
半
分
、
40
歳
以

上
の
人
の
保
険
料
で
半
分
を
負
担
し
て

い
ま
す
。
今
後
も
一
層
の
高
齢
化
が
見

込
ま
れ
、
介
護
サ
ー
ビ
ス
の
需
要
も
今

以
上
に
高
ま
る
こ
と
が
予
想
さ
れ
ま
す

が
、
そ
れ
は
皆
さ
ん
の
保
険
料
や
税
金

の
上
昇
に
も
影
響
し
て
く
る
問
題
で
す
。

　

負
担
を
少
し
で
も
抑
え
る
た
め
に
、

要
支
援
・
要
介
護
状
態
と
な
ら
な
い
よ

う
、
ま
た
、
な
っ
て
し
ま
っ
て
も
そ
れ

以
上
重
度
化
し
な
い
よ
う
、
日
ご
ろ
か

ら
の
健
康
維
持
や
介
護
予
防
に
努
め
て

い
き
ま
し
ょ
う
。

※
く
わ
し
く
は
介
護
保
険
課（
☎
20
‐

1
5
4
5
）へ
。
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